
質問に先立ちまして、 

先の参議院議員選挙におきましては、公明党は歴史的勝利と

なる過去 高の１４議席を獲得させていただき、自由民主党、

公明党の与党において改選議席過半数を上回る計７０議席

に達し、自公安定政権に国民が期待を寄せる結果となりまし

た。また今回争点の一つとなった平和安全法制についても、

日本の安全を守るためとの国民の理解、信任がえられた結果

となりましたが、一方で参議院選挙渦中の討論番組で、日本

共産党の政策責任者が、「防衛費は人を殺すための予算」と

発言し大きな問題となりました。与野党からの撤回要求に、

番組中は応じず夕方になってあわてて取り消した様ですが、

自衛隊はこれまで外国で一人のいのちを奪ったこともなく、

それどころか大震災や豪雨災害で命がけで人の命を助けて

きたのが事実であります。大いなる自衛隊に対しての侮辱で

あると厳しく指摘しておきたいとおもいます。 

 

それでは質問に入ります。私からは、花川区長、清正教育長

に大きく５点について伺います。大きな 1点目、主権者教育



について伺います。 

本年の 6月 1０日の新聞報道によると、お隣の足立区の路上

で署名活動をしていた日本共産党の運動員が帰宅途中の複

数の小学生らに対し、「お父さんやお母さんが死んだら困る

でしょ」「爆弾が落ちてきたら嫌でしょ」などと話しかけ安

全保障関連法案への反対署名を求めていたことがわかりま

した。児童は主に１．２年生で、署名に応じた児童もいまし

たが「戦争になればお父さんお母さんが死ぬ」といわれ、帰

宅後に恐怖で泣いていた児童もいたとのことで、保護者から

の通報で運動員は謝罪し、同区の日本共産党区議団も保護者

に謝罪したとの報道がありました。それ以降も福岡県の日本

共産党町議が、小学生に署名を求めたり、世田谷区でも同様

の案件が報道されていますが、そこで伺います。区に於いて 

はこのような小学生に署名を求めることについて、どのよう 

に考えますでしょうか。 

 

	 また昨年の９月には、春日部市の公立中学校のホームルー

ムで安全保障関連法への反対デモを取り上げた日本共産党



機関紙「赤旗」のコピーと安倍首相の 70 年談話を「欺瞞」

と批判する文書を配布、その教諭は１２月にもマイナンバー

制度を批判する文書を配布していたことがわかりました。さ

らに今年の 5 月にも千葉県松戸市立の小学校で安全保障関

連法廃止の署名を求めるチラシを 1年生の児童 94人に配布

していたことがわかりました。これらの件について区教育委

員会としては、どのように考えますでしょうか。区の見解を

伺います。 

 

	 本年の参議院選挙より約７０年ぶりに、選挙権年齢を引き

下げた 18歳選挙権が施行されましたが、総務省はこの法改

正は少子高齢化、人口減少社会を迎える中で、日本の未来を

つくり担う存在である１０代の若者に選挙権を付与し、積極

的に政治に参画してもらい、特に近年、若者の投票率が低い

現状を踏まえ、社会の担い手であるという意識をもって主体

的に政治にかかわるものを期待するとあります。またこれま

で我が国において「主権者教育」がほとんど行われなかった

のは、政治教育の必要性が教育基本法１４条１項でうたわれ



ているにもかかわらず、同条２項に定める「政治的中立性」

が「非政治性」を要請しているものと誤解せれ、「政治教育」

に過度に抑制が働いた結果、政治的テーマを取り扱うこと自

体がタブー視され、避けられてきたためと総務省の研究会

終報告で述べられております。 

そこで伺います。 

一、今回、参議院選挙において区における１８歳、１９歳の

投票率と２０代３０代の若者投票率についてお示しくださ

い。 

一、主権者教育について、総務省は子どもたちに、自分が社

会の一員であり、主権者であるという自覚をもたせるために

は早い段階から、発達段階に応じて取組を進めていくことが

必要とありますが、区は小中学校の主権者教育についてどの

ように考えますでしょうか。また現状について伺います。 

一、主権者教育において、「政治的・社会的に対立している

問題について判断をし、意思決定していく資質」であるいわ

ゆる「政治的リテラシー」の教育を中学校段階から取り組む

べきと考えますがいかがでしょうか。またその学習方法とし



てアクティブ・ラーニングを活用すべきと考えますが合わせ

て伺います。 

一、主権者教育を行うにあたり、教員の立場としては、中立

的に意見を裁定する審判者であり、自分の政治的な意見を宣

伝することは政治活動であり、政治的リテラシーを養うため

の政治教育を行うことが重要で、政治活動と政治教育の違い

をしっかりと徹底すべきであると考えますが、区の見解を伺

います。 

 

次に投票環境の向上について伺います。 

はじめに今年度公職選挙法が改正され、共通投票所の設置、

期日前投票で 大２時間、開始時刻の前倒しや終了時刻の延

長が可能になった他、投票所に同行できる子どもを「幼児」

から「１８歳未満」に拡大されました。そこで伺います。 

一、区に於いて、共通投票所の設置についての可能性につい

て伺います。また期日前投票の時間拡大については、どの様

に考えていますでしょうか。 

一、１８歳未満が同行可能となりましたが、今回の都知事選、



参議院選においての状況について伺います。また主権者教育

の観点から積極的に広報すべきと考えますがいかがでしょ

うか。 

一現在、期日前投票所から離れている地域からは期日前投票

所設置の要望がありますが、	 増設について区の見解を伺

います。 

一、立会人について、若者の選挙への意識向上の観点から採

用はできないでしょうか。 

一、選挙公報について、期日前投票が増加する中、区に於い

てもホームページでの公表や期日前投票所への張り出

し等すべきとか考えますがいかがでしょうか。 

 

次に、大きな３点目、希望が、ゆきわたる北区へから子ども

の貧困について伺います。 

貧困の連鎖を防ぐため、昨年区に於いても生活保護世帯で高

校生が奨学金やアルバイト代から学習塾の授業料や教材費、

交通費に使用しても保護費を減額しないこととなりました

が、今年度厚労省では公明党の質問に対し、新たに奨学金の



大学の受験料や入学金についても収入認定せず減額しない

との運用を見直すとのことですが、区に於いての現状につい

て伺います。 

また現状の就学援助について、中学校入学前の制服代等の前

倒し支給を求める声がありますが、区においても実施できな

いでしょうか。 

 

つぎに介護サービスについて伺います。介護予防・日常生

活支援総合事業の訪問型サービスのうち、介護保険法改正に

より区独自の緩和した基準による生活支援サービスを実施

できるようになりましたが、北区においても従事者研修制度

を実施すべきと考えますがいかがでしょうか。また元気高齢

者の方は支える側にまわるとの観点等から、訪問型サービス

A 事業をシルバー人材センターで取り組んではいかがでし

ょうか。区の考えをお示しください。 

 

将来にわたり希望ゆきわたる北区を構築するためにシテ

ィプロモーションについて伺います。 



本年３月に区の魅力と個性を発信するため北区シティプロ

モーション方針を策定しましたが、ターゲットは「すべての

区民、通勤通学圏内の２０代～４０代の子育てファミリー層

や若年層」、期間については「３１年度までの５年間」とな

っていますが、目標を達成するには数値目標をきちんと立て

PDCA サイクルしっかりまわしていくことと、未達成の場

合はなぜ達成できなかったのか検証し、再度チャレンジする

ことが大切だと考えますが、数値目標について区の見解を伺

います。またあわせてターゲットをもっと絞り込む必要性が

あると考えますが、いかがでしょうか。 

またシィテプロモーションにて外部人口を誘引することは

重要ですが、今現在住んでいる区民の方の満足度を高めるこ

とも大きなアピールになると考えますが、そこで伺います。 

やはり、子育て世帯からは小さなお子さんが遊ぶ公園等は多

いが、小学生が思い切り遊ぶ施設を整備してほしいとの声を

伺いますが、学校跡地等に子育てするなら北区が一番の象徴

となるような大型遊具等を備えた子育て拠点施設を整備し、

区内外へアピールすべきと考えますが、いかがでしょうか。



区の見解を伺います。 

さらに区民の方が住み心地よく感じるためには、行政広報

活動の充実が大切ですがその中核である現在の北区ニュー

スは情報が非常に多くなっており、区民からするとどの情報

が重要なのかわかりづらいとの指摘も伺います、またどれだ

けの区民の方が読んでいるのか、若い世代への情報発信の在

り方等、北区ニュースの課題と今後について伺います。あわ

せて他自治体では、区民の方を入れて住民目線の編集を行っ

たり、また転入してきた方にフリーペーパーなど民間と共同

で制作し若い世代が読みやすい冊子を配布し、魅力をアピー

ルしていますが、区に於いても実施してはいかがでしょうか。

区の見解を伺います。 

 

次に、熊本地震からの教訓、防災対策について伺います。地

震の特徴として 大震度７の地震が連続して発生、 初の地

震で持ちこたえた家屋も、2度目の地震で多くが倒壊、また

震度 6弱以上が７回、震度４以上が１１１回、震度１以上が

先月末には２０００回を超え非常に余震が多く、 大避難者



数１８万３８８２人と、屋外の避難者数が多数出ました。今

回の地震では、行政庁舎をはじめ災害時での対応で不可欠な

重要施設・拠点施設の耐震性能の課題も浮き彫りになりまし

た。３市２町が庁舎損壊のため代替え施設を使用、県内の指

定避難所も７０か所が被害を受け一部閉鎖や閉鎖の措置が

とられました。耐震補強されていた庁舎でも今回継続使用で

きないものがありましたが、そこで伺います。 

一、区内における公共施設において耐震補強の現状について

伺います。また震度６強程度の地震が起きた場合、庁舎をは

じめ耐震補強の公共施設の継続使用の見通しについて伺い

ます。 

一、庁舎は災害対策本部として、重要な災害時の拠点であり、

代替え拠点の西ヶ原防災センターをあらかじめ想定した設

備を配備すべきと考えますが、現況について伺います。 

一、熊本市内の免震建築の２２棟の建物では被害がなく、今

後予定されている新庁舎建設においても免震・制振構造を採

り入れるべき考えますがいかがでしょうか。 

 



熊本県でもっとも被害の大きかった益城町では、本震翌日、

町民の約半数の１万６０５０人が避難、避難所に入れなかっ

た方々等、車中泊やテント等で過ごされた方が多数出ました

が、そこで伺います。 

区内における指定避難所の収容人数について伺います。また

余震が続いた場合、今回のように車中泊等予想されますが、

エコノミークラス症候群の対策も含め区においても事前の

対策が必要だと感じますが見解を伺います。 

 

また発災直後、避難所に避難した住民は、健常者だけでなく、

一人では屋外トイレに行けない障がい者の方、要介護者の方

や妊婦や乳幼児、日本語のわからない外国人の方、また避難

所ではプライバシーは保てず、女性が着替えをすることも難

しく、ペットも連れて入れなかったとの課題を伺っています

が、区においては、避難してこられた要配慮者についての対

策と女性のプライバシー確保、ペットについてどのように考

えているのか伺います。 

 



次に情報伝達について伺います。今回避難所では、テレビと

新聞が２大情報源となっていたとのことですが、区において

も情報提供のさらなる強化として、ＳＮＳやデジタルサイネ

ージを活用すべきと考えますが、いかがでしょうか。また防

災行政無線が聞き取れなかった対策としてパソコンでの確

認や登録しておけば携帯電話等に自動的に送られるシステ

ムを導入すべきと考えますがいかがでしょうか。区の見解を

伺います。 

さらに今回、各避難所に配布された IPADで必要物資を入

力すると自動集計され発注に活用できるシステムが役立っ

たとのことですが、区に於いても導入を検討してはいかがで

しょうか。 

 

受援体制について伺います。災害ボランティアについては、

今回災害ボランティアセンターで受け付けた活動がなくな

ると、ボランティアの受け入れが終了するということがあり

ましたが、実際にはボランティアのニーズはあるにもかかわ

らず遠方から来た方々をお断りするという事がありました



が、全国から来る災害ボランティアの原点に立ち戻り、個別

のニーズに臨機応変に対応できるような仕組みを検討すべ

きと考えますがいかがでしょうか。あわせて区においては

「みどりと環境の情報館」が災害ボランティアの活動拠点と

なっていますが地理的課題について区はどのように考えて

いますでしょうか。 

 

また行政職員の応援体制については、熊本県から福岡県へ

の応援要請は震災後 4日後とのことで、要請を待つプル型か

らプッシュ型の仕組みも検討しておくべきと考えますがい

かがでしょうか。さらに支援物資につきましては、国の支援

物資は本震以降、熊本県内の中継拠点に到着しましたが、受

け入れ自治体の人員不足から、膨大な支援物資が中継拠点に

山積され、各避難所への配給が滞ったため、国は県の施設を

介さない支援物資の運搬方法に変更し、自衛隊や物流業者が

直接、市町村や避難所に送る手法に切り替えました。そこで

伺います。区における現計画の支援物資の受入・配分体制と

また直接避難所等に送る体制等も検討すべきと考えますが



いかがでしょうか。 

	 また今回、り災証明などは、世帯員が役所に出向かなけれ

ば受け取れず、実際には大きな被害を受けた世帯ほどそこに

居住している可能性が低いため、ネットによるオンライン受

付を希望する声や、今回のように役場も被害を受け、システ

ムが機能を失った場合のため自治体間ネットワークシステ

ム（自治体イントラネット）を求める声もありましたが、区

に於いても検討すべきと考えますがいかがでしょうか。 

 

後に、今後の首都直下型地震等を考えた場合、他自治体と

さらなる災害相互応援協定を結ぶべきと考えますが、区の見

解を伺います。 

 

大きな５点目、豊島地域の諸課題について３点伺います。 

豊島４丁目、日本油脂跡地についてはマンションや商業施設

の建設計画の協議が進行中と伺っておりますが、現時点での

計画の内容と建設の見通しについて伺います。また周辺道路

環境の安全対策についても伺います。 



次に、王子駅の駐輪場整備について伺います。王子駅周辺は、

歩道も狭く放置自転車も多い現状があり、区に於いては放置

自転車対策に鋭意取り組んで頂いておりますが、抜本的解決

として、他自治体では、スペースのとらない立体式駐輪場を

整備し成功している事例もありますが、区に於いても整備す

べきと考えますが王子駅周辺の放置自転車対策について伺

います。 

期に、補助８８号線については拡幅事業が長期にわたって

いますが、現在の進捗状況と、自転車道整備、電柱の地中化

の見通しについて伺います。 

 

以上で、質問を終わります。ご清聴ありがとうございました。 


